
 
 

南部町ご近所ふれあいサロン助成事業実施要綱 

 

令和４年３月31日改正 

福介要綱第18号 

 

南部町ご近所ふれあいサロン助成事業実施要綱（平成31年健福要綱第26号）の全部を

改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域支援事業実施要綱（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労

働省老健局長通知）に基づき地域介護予防活動支援事業として南部町（以下「町」と

いう。）が実施する南部町ご近所ふれあいサロン助成事業に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（事業の目的） 

第２条 この事業は、町に居住する65歳以上の者（以下「高齢者」という。」を含む地

域住民の身近で気軽な住民主体の通いの場（以下「サロン」という。）の活動を支援

することにより、高齢者の社会参加と生きがいづくり、心身の健康と自立生活の維

持、要介護状態となることの予防及び地域における住民相互の支え合いの体制づくり

を目的として実施する。 

（事業内容） 

第３条 町は、サロンの普及を推進するため、サロンを開設する団体に対し、予算の範

囲内において助成金を交付する。 

２ 町は、サロンを開設する団体等に対し、開設に向けた相談指導、事例紹介、技術的

なアドバイス及び必要に応じた職員の派遣等の支援を行う。 

（対象団体） 

第４条 助成金交付の対象は、５人以上の住民等で構成され、組織及び運営に関する規約

を定める地域団体であり、かつ、次条に規定するサロンを開設するもの（以下「開設団

体」という。）とする。 

２ 前項に規定する開設団体には、住民が組織するＮＰＯ法人を含み、社会福祉法人及

び営利企業は含まない。 

（サロンの要件） 

第５条 この要綱において助成の対象とするサロンは、次の各号に掲げる要件をすべて

満たす活動とする。 



 
 

⑴ すべての町民を参加対象者とし、特別な事情がある場合を除き参加を希望する町

民をすべて受け入れること。 

⑵ 参加対象者に対し、チラシ等により参加を呼び掛け、65歳以上の高齢者をはじ

め、障がい者、子育て中の親、その子ども等、幅広い世代の参加者を募集するこ

と。 

⑶ サロンの開設場所（以下「開催場所」という。）は、地区の集会所や公共施設、

空き店舗又は個人宅等とし、継続開催が可能であり、かつ、参加者が徒歩で通うこ

とに配慮した適切な場所を選定すること。 

⑷ サロンの参加者数は開催１回あたり原則５人以上とし、65歳以上の高齢者を必ず

含むこと。 

⑸ サロンの開催は、毎週１回の開催を目標とするが、最低でも月１回以上開催する

こと。 

⑹ サロンの開催時間は、１回あたり２時間以上とする。 

⑺ サロンの活動内容は、体操、会食、茶話会、認知症予防、趣味活動など参加者の

希望による多様な活動を行うものとし、特定の活動に限定せず、誰もが自由に参加

できる内容とすること。 

⑻ サロンの開催時間中は、原則１人以上の従事者が常駐すること。  

⑼ サロンの活動状況を明らかにするため、次の事項を南部町ご近所ふれあいサロン

活動日誌（様式第10号）に記録すること。 

ア 開催日時 

イ 参加者数 

ウ 活動内容 

エ 金銭の収支状況 

⑽ サロンの参加状況の把握のため、参加者及び従事者の氏名、年齢及び性別が記載

された南部町ご近所ふれあいサロン参加者名簿（様式第15号）を作成すること。 

⑾ サロンの開催日の開始時刻までに、開設場所である施設の入口など外部から見え

やすい場所にのぼり旗又は看板を掲示してサロンが開催されていることを周知し、

終了時刻にこれを撤収すること。 

（飲食物の提供等） 

第６条 サロンにおける飲食物の提供は茶菓のみとし、酒類は提供しないものとする。 

２ サロンにおける調理実習に係る食材料費及び会食に伴う弁当代等は全額個人負担と

し、参加者から徴収するものとする。 



 
 

（禁止事項） 

第７条 サロンにおいて、次の各号に掲げる活動又は行為を行うことは禁止する。 

⑴ 政治的活動 

⑵ 宗教的活動 

⑶ その他、参加者の意思に反する行動を強要する行為等 

（安否確認） 

第８条 開設団体は、開催日ごとの参加者の出席状況を把握し、事情の知れない欠席者

がある場合は電話又は訪問等により安否確認を行うものとする。 

２ 前項の場合において安否不明の者があった場合は、速やかに欠席者の家族又は親戚

等支援者「以下「家族等」という。」へ連絡するとともに、南部町地域包括支援セン

ターへ報告しなければならない。 

３ 第１項の場合において傷病者を発見した場合は、必要に応じて直ちに救急通報する

など適切な初期対応を行い、速やかに家族等へ連絡するとともに、南部町地域包括支

援センターへ報告しなければならない。 

（安全確保等） 

第９条 開設団体は、開設場所の環境整備や参加者の安全確保に配慮するとともに、サ

ロン開催中に参加者等に事故があった場合の対応方針を定めて参加者へ周知し、必要

に応じて損害保険等に加入するなどの対策を講じなければならない。 

（助成金） 

第10条 助成金は拠点整備費助成金及び運営費助成金とし、その内容はそれぞれ次の各

号に定めるとおりとする。 

⑴ 拠点整備費助成金は、サロンの開設にあたり必要な建物の改修及び備品の購入に

要する経費について、開設初年度において、別表１に定める交付基準額の範囲内に

おいて助成する。ただし、本事業以外の補助金等の交付を受ける場合は、本事業以

外の補助金等の金額を除いた経費を助成する。 

⑵ 運営費助成金は、別表１に定めるサロンの運営のために要する経費について助成

する。ただし、本事業以外の補助金等の交付を受ける場合は、本事業以外の補助金

等の金額を除いた経費を助成する。 

（拠点整備費助成金の交付申請） 

第11条 開設団体は、拠点整備費助成金の交付を受けようとするときは、開設から６カ

月以内に初年度に、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。 

⑴ 南部町ご近所ふれあいサロン拠点整備費助成金交付申請書（様式第１号） 



 
 

⑵ 助成対象経費に係る見積書 

 （拠点整備費助成金の交付決定） 

第12条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適

当と認める場合は速やかに拠点整備費助成金の交付額の決定を行い、南部町ご近所ふ

れあいサロン拠点整備費助成金交付決定通知書（様式第２号）により開設団体に通知

するものとする。 

２ 拠点整備費助成金の交付額は、別表１に定める交付基準額又は助成対象経費の見積

額のいずれか低い額とする。 

 （拠点整備費の助成金の実績報告） 

第13条 拠点整備費助成金の交付決定を受けた開設団体は、交付決定を受けた日の属す

る年度内の期間において、助成対象経費の実支払額の確定後速やかに、次の各号に掲

げる書類を町長に提出しなければならない。 

⑴ 南部町ご近所ふれあいサロン拠点整備費助成金実績報告書（様式第３号） 

⑵ 領収書の写し等、助成対象経費の実支払額がわかる書類 

（拠点整備費助成金の確定） 

第14条 町長は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、速や

かに拠点整備費助成金の確定額の決定を行い、南部町ご近所ふれあいサロン拠点整備

費助成金確定通知書（様式第４号）により、開設団体へ通知するものとする。 

（拠点整備費助成金の請求及び交付） 

第15条 前条に規定する助成金確定通知書を受けた開設団体は、南部町ご近所ふれあい

サロン拠点整備費助成金請求書（様式第５号）を町長に提出するものとする。 

２ 町長は、前項の請求書を受理したときは、拠点整備費助成金を交付するものとす

る。 

 （拠点整備費助成金の概算払） 

第16条 開設団体は、第12条に規定する交付決定後に拠点整備費助成金の一部又は全部

を概算払いにより交付を求めることができるものとする。 

２ 前項の規定により概算交付を受けようとする開設団体は、南部町ご近所ふれあいサ

ロン拠点整備費助成金請求書（様式第５号）を町長に提出するものとする。 

３ 町長は、前項の請求書を受理したときは、拠点整備費助成金を概算交付するものと

する。 

４ 拠点整備助成金の概算払済額が確定額を超える場合には、開設団体はその差額を返

還しなければならない。 



 
 

５ 前項の場合、町長は開設団体に対し南部町ご近所ふれあいサロン拠点整備費助成金

返還請求書（様式第６号）により返還を請求するものとする。 

（拠点整備費助成金の返還） 

第17条 開設団体が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、町長は拠点整

備費助成金にかかる決定を取り消し、既に交付した拠点整備費助成金の返還を求める

ことができる。 

⑴ 第５条に規定する要件を満たさないと認められる場合 

⑵ 第７条に規定する活動又は行為が行われたと認められる場合 

⑶ 第８条に規定する事項を怠った場合 

⑷ 拠点整備費助成金の確定額が、概算交付された拠点整備費助成金の交付額に満た

なかったとき 

⑸ その他、この要綱によるサロンの目的又は趣旨にそぐわないと認められる場合 

２ 開設団体が、開設日から３年以内にサロンを閉鎖した場合は、次の各号に掲げるい

ずれかの区分により拠点整備費助成金の一部を返還しなければならない。 

⑴ 開設期間が１年以内の場合は交付額の75％ 

⑵ 開設期間が１年を超え２年以内の場合は交付額の50％ 

⑶ 開設期間が２年を超え３年以内の場合は交付額の25％ 

３ 前項に規定する開設期間は、サロンの開設日から最終開催日までの期間とする。 

４ 第１項又は第２項の規定に該当したときは、町長は開設団体に対し南部町ご近所ふ

れあいサロン拠点整備費助成金返還請求書（様式第６号）により拠点整備費助成金の

返還を請求するものとする。 

（運営費助成金の交付申請） 

第18条 開設団体は、運営費助成金の交付を受けようとするときは、開設初年度にあっ

ては開設日の属する月の末日まで、２年目以降の実施年度にあっては４月末までに、

南部町ご近所ふれあいサロン運営費助成金交付申請書（様式第７号）を町長に提出し

なければならない。 

（運営費助成金の交付決定） 

第19条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適

当と認める場合は速やかに運営費助成金の交付額の決定を行い、南部町ご近所ふれあ

いサロン運営費助成金交付決定通知書（様式第８号）により開設団体に通知するもの

とする。 

 （運営費助成金の実績報告） 



 
 

第20条 運営費助成金の交付決定を受けた開設団体は、３月末までに助成対象経費の実

支払額を確定し、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。 

⑴ 南部町ご近所ふれあいサロン実績報告書（様式第９号） 

⑵ 南部町ご近所ふれあいサロン活動日誌（様式第10号） 

⑶ 領収書の写し等、助成対象経費の実支払額がわかる書類 

（運営費助成金の確定） 

第21条 町長は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、速や

かに運営費助成金の確定額の決定を行い、南部町ご近所ふれあいサロン運営費助成金

確定通知書（様式第11号）により開設団体へ通知するものとする。 

（運営費助成金の請求及び交付） 

第22条 前条に規定する助成金確定通知書を受けた開設団体は、南部町ご近所ふれあい

サロン運営費助成金請求書（様式第12号）を町長に提出するものとする。 

２ 町長は、前条の請求書を受理したときは、運営費助成金を交付するものとする。 

 （運営費助成金の概算払） 

第23条 開設団体は、第19条に規定する交付決定後に運営費助成金の交付額の７割に相

当する額（千円未満切り捨て）を概算払いにより交付を求めることができるものとす

る。 

２ 前項の規定により概算交付を受けようとする開設団体は、南部町ご近所ふれあいサ

ロン運営費助成金請求書（様式第12号）を町長に提出するものとする。 

３ 町長は、前項の請求書を受理したときは、運営費助成金を概算交付するものとす

る。 

４ 運営費助成金の確定額が、運営費助成金の概算払済額を上回る場合は、開設団体は

南部町ご近所ふれあいサロン運営費助成金請求書（様式第12号）を町長へ提出し、追

加交付を受けることができる。 

５ 運営費助成金の概算払済額が確定額を超える場合には、開設団体はその差額を返還

しなければならない。 

６ 前項の場合、町長は開設団体に対し南部町ご近所ふれあいサロン運営費助成金返還

請求書（様式第13号）により差額の返還を請求するものとする。 

（運営費助成金の返還等） 

第24条 開設団体が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、町長は運営費

助成金にかかる決定を取り消し、既に交付した運営費助成金の返還を求めることがで

きる。 



 
 

⑴ 第５条に規定する要件を満たさないと認められる場合 

⑵ 第７条に規定する活動又は行為が行われたと認められる場合 

⑶ 第８条に規定する事項を怠った場合 

⑷ その他、この要綱によるサロンの目的又は趣旨にそぐわないと認められる場合 

２ 前項の規定に該当したときは、町長は開設団体に対し南部町ご近所ふれあいサロン

運営費助成金返還請求書（様式第13号）により助成金の返還を請求するものとする。 

（職員派遣依頼） 

第25条 開設団体は、必要に応じて町に対し、介護予防、健康づくり等に資する講話及

び運動指導などを行う保健師又は栄養士等（以下「保健師等」という。）の派遣を依

頼することができる。 

２ 前項に規定する保健師等の派遣の年間回数の上限は次の各号に掲げるとおりとす

る。 

⑴ 開設初年度は６回まで（ただし、６回に満たない場合は、残りの回数を翌年度に

繰り越すことができるものとする。） 

⑵ 開設２年目以降は年２回まで 

３ 開設団体は、第１項に規定する保健師等の派遣を依頼しようとするときは、派遣を

希望する日の20日前までに南部町ご近所ふれあいサロン支援保健師等派遣依頼書（様

式第14号）を町長に提出しなければならない。 

４ 町長は、前項の規定による派遣の依頼を受けたときは、内容を審査のうえ派遣の可

否を決定し、その旨を口頭で通知するものとする。 

（その他） 

第26条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定め

る。 

 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の南部町ご近所ふれあいサロン助成事業実施要綱の規定は、令和４年度以降

の助成金から適用し、令和３年度分までの助成金については、なお従前の例による。 

 



 
 

別表１ 

助成金の区分 助成対象経費 交付基準額 

拠点整備費 

助成金 

サロンの開設にあたり必要な次に

掲げる経費のうち、町長が必要と

認めるもの 

（1）建物の改修費用 

（2）備品の購入費用 

100,000円  

（初年度のみ交付、３年以上使用

できる場合に限る） 

運営費助成金 サロンの運営のために要する次に

掲げる経費のうち、町長が必要と

認めるもの 

（1）報償費（講師謝礼等） 

（2）光熱水費(使用料及び賃借料

に含まれない場合のみ) 

（3）消耗品費 

（4）印刷製本費 

（5）燃料費 

（6）通信運搬費 

（7）損害保険料 

（8）使用料及び賃借料 

（9）備品購入費 

(10)その他町長が必要と認める経

費 

 

以下に定める基本額及び加算額に実

施回数を乗じて得た額の合計額とす

る。ただし、 

合計額が200,000円を超える場合は

200,000円を上限とする。 

１．基本額 

１回あたりの平均実施時間数によ

り次のいずれかの額 

（1）２時間以上～４時間未満は 

2,500円 

（2）４時間以上は 

3,000円 

２．参加者数による加算額 

１回あたりの平均参加者数によ

り、 15人以上は1,000円 

 ＜注意点＞ 

  「運営費助成金」の助成対象経費の（1）報償費については、外部講師に限る。 

(2)光熱水費及び(5)燃料費は、領収書等の金額を、サロン開催日とそれ以外の用途

で会場を使用した日の割合で按分して算出する。ただし、上記の算出方法によること

が困難な事情がある場合は、別表２で定める標準単価により算出した額をもって、助

成対象経費の実支出額とすることができる。 

食糧費については、対象外とする。 



 
 

別表２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この標準単価を使用して運営費助成金の交付を申請する項目については、領収書等の金額による助成金の精算は行わないものとする。 

助成対象経費の

区分 
内容 要件等 標準単価 

（２）光熱水費 

ア．電気料金 照明などの家電機器の電気使用料金 
370円/時間 

（上限76,000円/年） 

イ．水道料金 手洗い等に要する水道料金 
500円/回 

（上限26,000円/年） 

ウ．ガス料金 
湯茶の提供のための給湯に要する経費として、実際に使用する給湯

設備の種類（ガス、電気等）に関わらず適用する。 

550円/回 

（上限2,420円/月） 

（５）燃料費 暖房に要する費用 
４月及び10月から３月までの期間、実際に使用する暖房機器の燃料

等の種類（灯油、ガス、電気等）にかかわらず適用する。 
140円/時間 



 
 

様式第１号（第11条関係）   

 

南部町ご近所ふれあいサロン拠点整備費助成金交付申請書 

 

   年   月   日 

 

（あて先）南部町長 

 

申請者   団体の名称                 

 

      所在地                   

 

      代表者氏名              

 

南部町ご近所ふれあいサロン助成事業実施要綱第11条の規定に基づき、次のとおり申請

します。 

 

１．申請内容 
年度南部町ご近所ふれあいサロン拠点整備費助成金 

※開設初年度のみ申請可 

２．開設年月日 （初回開催日）       年   月   日 

３．申請金額               円 

４．添付書類  助成対象経費に係る見積書 

 

５．収支予算書 

  ⑴収入の部                  

科 目 予算額 備 考 

１．助成金  拠点整備費助成金 

２．その他   

合 計   

 

⑵支出の部                

 科 目 予算額 備 考 

１．建物の改修費用   

２．備品の購入費用   

合 計   



 
 

 

 

様式第２号（第12条関係） 

 

第     号 

 

様 

 

 

南部町ご近所ふれあいサロン拠点整備費助成金交付決定通知書 

 

年   月   日付けで交付申請のあった助成金については、南部町ご近

所ふれあいサロン助成事業実施要綱第12条の規定により下記のとおり交付決定したので通

知します。 

 

 

   年   月   日 

 

南部町長            印   

 

記 

 

１．交付内容 年度南部町ご近所ふれあいサロン拠点整備費助成金 

２．支出見込額               円 

３．交付基準額               円 

４．交付決定額               円 

[付記] 

１．交付決定を受けた年度内において、助成対象経費の実支払額の確定後速やか

に、次の書類を町長に提出すること。 

(１) 南部町ご近所ふれあいサロン拠点整備費助成金実績報告書（様式第３号） 

(２) 領収書又はその写しなど、助成対象経費の実支払額がわかる書類 

２．助成対象経費実支払額が概算交付助成金額に満たなかったときは、その差額を

町に返還すること。 

３．開設日から３年以内にサロンを閉鎖した場合は、拠点整備費助成金の一部を町

に返還しなければならない。ただし、令和元年度の申請特例を適用した場合は、

第16条第２項に規定する年数に１年加え算定するものとする。 

  



 
 

様式第３号（第13条関係） 

 

南部町ご近所ふれあいサロン拠点整備費助成金実績報告書 

 

   年   月   日 

 

（あて先）南部町長 

 

申請者   団体の名称                 

 

      所在地                   

 

      代表者氏名                

 

南部町ご近所ふれあいサロン助成事業実施要綱第13条の規定に基づき、次のとおり報告

します。 

 

１．助成金 年度南部町ご近所ふれあいサロン拠点整備費助成金 

２．実績 

① 助成対象経費の実支払額              円 

② 既交付額（概算交付）               円 

③ 超過交付額（①－②）               円  

３．添付書類 領収書又はその写しなど、助成対象経費の実支払額がわかる書類 

 

４．収支予算書 

  ⑴収入の部                  

科 目 決算額 備 考 

１．助成金  拠点整備費助成金 

２．その他   

合 計   

 

⑵支出の部                

 科 目 決算額 備 考 

１．建物の改修費用   

２．備品の購入費用   

合 計   



 
 

様式第４号（第14条関係） 

 

第     号 

 

様 

 

 

南部町ご近所ふれあいサロン拠点整備費助成金確定通知書 

 

年   月   日付けで報告のあった助成金の精算について、南部町ご近

所ふれあいサロン助成事業実施要綱第14条の規定により下記のとおり交付額を確定したの

で通知します。 

 

 

   年   月   日 

 

南部町長            印   

 

記 

 

１．交付内容 年度南部町ご近所ふれあいサロン拠点整備費助成金 

２．既交付額                円 

３．確定交付額               円 

４．返還額               円 

[付記] 

 

 

 

  



 
 

様式第５号（第15条、第16条関係） 

 

南部町ご近所ふれあいサロン拠点整備費助成金請求書 

 

 

南部町ご近所ふれあいサロン助成事業実施要綱第15条、第16条の規定に基づき、次のと

おり請求します。 

 

１．請求内容 年度南部町ご近所ふれあいサロン拠点整備費助成金 

２．請求区分 □精算払い  □概算払い  

３．請求金額               円 

４．振込先  

金融機関 

銀行  

金庫  

組合  

農協  

         本店 

         支店 

         出張所  

預金種目 
□ 普通 

□ 当座 
口座番号        

フリガナ  

口座名義人  

 

   年   月   日 

 

（あて先）南部町長 

 

申請者   団体の名称                 

 

      所在地                   

 

      代表者氏名             印   

 

   

 

  



 
 

様式第６号（第16条、第17条関係） 

 

第     号 

 

様 

 

 

南部町ご近所ふれあいサロン拠点整備費助成金返還請求書 

 

年   月   日付け        第     号で交付決定した助

成金について、下記のとおり返還を請求します。 

 

   年   月   日 

 

南部町長            印   

 

記 

 

１．請求金額               円 

２．請求内容  年度南部町ご近所ふれあいサロン拠点整備費助成金 

３．返還理由等 

□ 交付額の確定による超過交付金の返還 

  ① 既交付額                  円 

  ② 確定交付額                 円 

  ③ 返還請求額（①－②）            円 

□ 南部町ご近所ふれあいサロン助成事業実施要綱第  条 

第  項の規定による返還 

（具体的な理由及び算定方法） 

 

 

 

４．納入期限    年   月   日 

５．納入方法 別添の納付書にて金融機関又は役場窓口にて納入してください。 

 

  



 
 

様式第７号（第18条関係） 

 

南部町ご近所ふれあいサロン運営費助成金交付申請書 

 

   年   月   日 

 

（あて先）南部町長 

 

申請者   団体の名称                 

 

      所在地                   

 

      代表者氏名             

 

 

南部町ご近所ふれあいサロン助成事業実施要綱第18条の規定に基づき、次のとおり申請

します。 

 

 

１．助成金の名称      年度南部町ご近所ふれあいサロン運営費助成金  

 

２．助成申請金額                  円 

 

３．実施計画書 

サロン名称  

主な活動内容 

□体操・運動（ 定期 ・ 不定期 ）   □会食 

□茶話会  □認知症予防  □趣味活動  □調理   

□その他（                     ） 

開催日 
□ 毎週・毎月の        曜日・日 

□ その他（                    ） 

実施時間 １回当たり平均   時間（   ：   ～   ：   ） 

年間回数 
 延べ     回（予定） 

うち、会食の実施      回（予定） 

参加者数  １回当たり平均      人（見込） 

保健師等 

派遣依頼 
   回（予定）※開設初年度は6回まで、2年目以降は2回まで 



 
 

 

 

４．収支予算書 

  ⑴収入の部                              

科 目 予算額 備 考 

１．助成金  運営費助成金 

２．その他   

合 計   

 

⑵支出の部                             

 科 目 予算額 備 考 

対象経費   

１．報償費   

２．光熱水費   

３．消耗品費   

４．印刷製本費   

５．燃料費   

６．通信運搬費   

７．損害保険料   

８．使用料及び賃借料   

９．備品購入費   

対象外経費   

１．食糧費   

   

合 計   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

様式第８号（第19条関係）  

 

第     号 

 

様 

 

 

南部町ご近所ふれあいサロン運営費助成金交付決定通知書 

 

年   月   日付けで交付申請のあった助成金については、南部町ご近

所ふれあいサロン助成事業実施要綱第19条の規定により下記のとおり交付決定したので通

知します。 

 

 

   年   月   日 

 

南部町長            印   

 

記 

 

１．交付内容 年度南部町ご近所ふれあいサロン運営費助成金 

２．交付基準額 

①基本額       円×    回＝        円 

②参加者数による加算額       円×    回＝        円 

③計（①＋②）               円 

３．交付決定額               円（上限200,000円） 

[付記] 

※概算交付決定額            円 

運営費助成金の概算交付を受けようとする場合は、概算交付額（交付決定額の

７割（千円未満切り捨て））を南部町ご近所ふれあいサロン運営費助成金請求

書（様式第12号）により請求することができる。 

 

 

 



 
 

 

 

 

様式第９号（第20条関係） 

 

南部町ご近所ふれあいサロン実績報告書 

 

   年   月   日 

 

（あて先）南部町長 

 

申請者   団体の名称                 

 

      代表者氏名                

 

南部町ご近所ふれあいサロン助成事業実施要綱第20条の規定に基づく実績報告書を次の

とおり提出します。 

 

１．サロン名称  

２．主な活動 

内容 

□体操・運動（ 定期 ・ 不定期 ）   □会食 

□茶話会  □認知症予防  □趣味活動  □調理   

□その他（                     ） 

３．開催日 
□ 毎週・毎月の        曜日・日 

□ その他（                    ） 

４．実施時間 １回当たり平均   時間（   ：   ～   ：   ） 

５．年間回数 
 延べ     回 

 うち、会食の実施      回 

６．参加者数  １回当たり平均      人 

７．参加費     回・月・年につき       円 

 

  



 
 

８．収支報告 

収 入 

区 分 金 額 摘 要 

助成金 円 運営費助成金 

 その他 円  

 円  

 円  

 円  

①収入計               円 

支 出 ※助成対象経費のみ記入してください 

区 分 金 額 摘 要 

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

②支出計               円 

③差引収支（＝②－①）               円 

９.交付基準額 

④基本額       円×    回＝        円 

⑤参加者数による加算額       円×    回＝        円 

⑥計（④＋⑤）               円 

⑦概算交付基準額               円（上限200,000円） 

10.確定交付額（②と⑦のいずれか低い方）              円 

11.既に交付を受けた概算交付額              円 

12.過不足額 
□ 追加交付額               円 

□ 返還額                 円 

13．添付書類 

(１) 領収書又はその写しなど、助成対象経費の実支払額がわかる

書類 

(２) 南部町ご近所ふれあいサロン運営費助成金請求書（様式第９

号）※追加交付金を請求する場合のみ 



 
 

様式第10号（第５条、第20条関係） 

 

南部町ご近所ふれあいサロン活動日誌 

 

１．サロン名称  

２．開設場所 通常開設・その他（                   ） 

３．開催期日       年    月    日 （    ） 

４．実施時間 時間（   ：   ～   ：   ） 

５．参加者数      人 

６．活動内容 

□体操・運動  

□会食   （お弁当購入・                ） 

□茶話会   

□認知症予防（内容：                   ） 

□趣味活動 （内容：                   ） 

□調理   （内容：                   ） 

□その他  （                      ） 

７．収入  

８．支出  

９．その他  

 



 
 

様式第11号（第21条関係）  

 

第     号 

 

様 

 

 

南部町ご近所ふれあいサロン運営費助成金確定通知書 

 

年   月   日付けで報告のあった実績に基づき、南部町ご近所ふれあ

いサロン助成事業実施要綱第21条の規定により下記のとおり交付額を確定したので通知し

ます。 

 

 

   年   月   日 

 

南部町長            印   

 

記 

 

１．交付内容 年度南部町ご近所ふれあいサロン運営費助成金 

２．交付基準額 

①基本額       円×    回＝        円 

②参加者数による加算額       円×    回＝        円 

③計（①＋②）               円 

④確定交付基準額               円 

３．実支払額               円 

４．確定交付額               円 

５．既交付額               円 

６．過不足額 

□追加交付額              円 

□返還額                円 

 



 
 

様式第12号（第22条、第23条関係） 

 

南部町ご近所ふれあいサロン運営費助成金請求書 

 

南部町ご近所ふれあいサロン助成事業実施要綱第22条、第23条の規定に基づき、次のと

おり請求します。 

 

１．請求内容 年度南部町ご近所ふれあいサロン運営費助成金 

２．請求区分 □概算払い   □追加交付    □精算払い 

３．請求金額               円 

４．振込先  

金融機関 

銀行  

金庫  

組合  

農協  

         本店 

         支店 

         出張所  

預金種目 
□ 普通 

□ 当座 
口座番号        

フリガナ  

口座名義人  

 

   年   月   日 

 

（あて先）南部町長 

 

申請者   団体の名称                 

 

      所在地                   

 

      代表者氏名             印   

 

  



 
 

様式第13号（第23条、第24条関係） 

 

第     号 

 

様 

 

 

南部町ご近所ふれあいサロン運営費助成金返還請求書 

 

年   月   日付け        第     号で交付額決定した

助成金について、下記のとおり返還を請求します。 

 

 

   年   月   日 

 

南部町長            印   

 

記 

 

１．請求金額               円 

２．請求内容  年度南部町ご近所ふれあいサロン運営費助成金 

３．返還理由 

□ 交付額の確定による超過交付金の返還 

  ① 既交付額                    円 

  ② 確定交付額                 円 

  ③ 返還請求額（①－②）            円 

□ 南部町ご近所ふれあいサロン助成事業実施要綱第  条 

第  項の規定による返還 

（具体的な理由及び算定方法） 

 

 

４．納入期限    年   月   日 

５．納入方法 別添の納付書にて金融機関又は役場窓口にて納入してください。 

 

  



 
 

様式第14号（第25条関係） 

 

南部町ご近所ふれあいサロン支援保健師等派遣依頼書 

 

   年   月   日 

 

（あて先）南部町長 

 

申請者   団体の名称                 

 

      代表者氏名                

 

 

南部町ご近所ふれあいサロン助成事業実施要綱第25条の規定に基づき、次のとおり保健

師等の派遣を依頼します。 

 

１．サロン名称  

２．開設場所 

名 称  

住 所  

３．開設年月日 （初回開催日）       年   月   日 

４．依頼年度 年度 （ □開設初年度  □２年目以降 ） 

５．依頼回数    回目  ※開設初年度は６回まで、２年目以降は２回まで 

６．依頼日時      年   月   日    ：   ～   ：    

７．依頼内容  

 

  



 
 

様式第15号（第５条関係） 

 

 

南部町ご近所ふれあいサロン参加者名簿 

 

サロン参加者 実施月日 

№ 氏名 性別 生年月日 年齢 ／ ／ ／ ／ ／ 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

参加者合計人数      

 


